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１ はじめに 

一般に、役員による従業員引き抜きの行為は、善管注意義務ないし忠実義務違反の一類型であ

る。しかし、それが直ちに義務違反になるという見解は少数説のようであり、あくまでも取締役

と当該部下との従来の関係等諸般の事情を考慮の上不当な態様のもののみが義務違反になり、社

会的相当性を逸脱した態様の場合にのみ違法になる等と解されている4。基本的に転職を決めるの

は各個人であり、転職の自由を尊重する考え方のほか、実質が合弁契約の解消である事案を取締

役の忠実義務で判断すると、事の本質を突かない判断になるとの指摘がある5からである。 

今回取り上げるのは、違法な引き抜きの勧誘が行われたと評価された一事例の紹介である。舞

台は、著名で国際的なビジネスプロフェッショナル・ネットワークのグループに属するメンバー

企業であり、主に日本企業向けにコンサルティングサービス等を提供する合同会社（以下「Ｘ」

という）であった。 

持分会社の業務執行社員も善管注意義務と忠実義務を負い（会社法５９３条１項、２項）、そ

の競業避止義務は、株式会社の取締役よりも厳しい（同法５９４条）上、組合的な規律が適用さ

れるので、会社の内部的な取り決めに違反した場合には、善管注意義務違反ないし忠実義務違反

が認められやすいだろう。 
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２ 事案の概要 

被告（以下「Ｙ」という）は、戦略的ルール形成（新しい社会ルールの創成）を専門とするコン

サルタントで、平成２４年９月２４日にＸに入社し、平成２６年６月１日からＸの業務執行社員

を務める者であった。Ｙが、Ｘのチーム（以下「本件チーム」という）その他のチームからなる特

別の部門（以下「本件部門」という）の責任者を務めていた平成３０年１０月頃から、自らの転

職だけでなく、Ｘの従業員に転職の勧誘を始めた。これを受けて、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦの間でメッ

セージのやり取りをするためのグループ（以下「本件グループ」という）が作られた。また、Ｙが

Ｘを誹謗中傷する f 誌オンライン等の記事を、Ｃを通じてＸ社内に流してＸ従業員らの不安をあ

おり、引き抜き工作の実効性を高めようとしたもので、非常に悪質である等と、Ｘは主張した。 

Ｙは、同年１１月３０日、自己都合によりＸを退社し、その後、競合する企業であるＺ社に入

社した。また、その前後にＹが勧誘したＨがＺ社に入社（その後、令和２年１０月からＺ社の関

連会社の代表取締役）したほか、本件チームに所属していたＣ、Ｅ及びＦが、それぞれ平成３１

年２月から３月にかけてＸを退職してＺ社に入社し、リクルーティング部門のマネージャーだっ

たＧも同じ頃Ｘを退職してＺ社に入社した（以下、ＹとＸを退職した従業員を「Ｙら」という）。 

ところで、Ｘには、業務執行社員等の身分や執務に関する社内規程として、執行役員規程、業

務執行社員等の報酬等に関する社内規程であるパートナー人事に関する基本規程（以下「パート

ナー規程」という）等があり、そこに次のような定めがあった。 

＊執行役員規程１０条２項、パートナー規程９条１１項「パートナーは、退任後にＸと同一又

は類似する事業に従事させることを目的として、Ｘの従業員等に対し引き抜き工作をしてはなら

ない。退任パートナーは、退任後１年以内にＸ又はグループの他法人から他の従業員等を引き抜

いた場合には、当該従業員等の前の１年間の報酬額（賞与金額を含む。）相当の金額をＸ又は当該

法人に支払わなければならない。」（以下、この定めを「本件引き抜き禁止条項」という） 

＊社員報酬規程１０条３項「パートナーへの退職慰労金の支給後に、当該パートナーについて、

〔１〕在任中の行為につき除名に相当する事由が発見された場合、〔２〕会社に損害若しくは不利

益をもたらしたと経営会議が認めた者に該当することが判明した場合には、Ｘが当該パートナー

に支給した退職慰労金の返還を求めることができる。」 

Ｘは、一連のＹの行為は、上記の社内規程や、Ｙが業務執行社員を退任した際の誓約書に違反

し、〔１〕善管注意義務及び忠実義務に違反した債務不履行にあたる、又は、〔２〕社会的相当性

を逸脱した違法な引き抜きであり、不法行為にあたるとして、Ｙに対して、社内規程所定の損害

金４２５５万４４５０円、調査費用６１９４万０１６８円及び弁護士費用１０４４万９４６１円

の合計１億１４９４万４０７９円の賠償、及び年５分の割合による所定の遅延損害金の支払を求

めた（〔１〕の請求と〔２〕の請求は選択的併合の関係）。 

また、Ｘは、ＹがＸの業務執行社員を退任した際に退職慰労金を支給したが、上記勧誘行為が

Ｘに損害をもたらし、社員報酬規程に定める退職慰労金返還事由に該当する等と主張して、退職
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慰労金返還請求として、Ｙに支払った８７５万円、及び年５分の割合による所定の遅延損害金の

支払を求めた。 

 

３ 東京地裁判決（本判決）の要旨 

裁判所は、Ｙらの詳細なメールのやりとりを踏まえ、「最大手会計事務所『Ｘ』の国家機密情報

が中国に狙われる」との f 誌オンラインの記事や「Ｘ『漏洩憂い』首脳退職」との h 誌の記事等

にもＹが関与し、極めて積極的な工作活動をしていたことを認定した6。 

（１）社内規程に基づく損害額の認定 

本件引き抜き禁止条項に基づき、Ｙは、Ｃ、Ｅ、Ｆ及びＧがＸを退職した平成３１年の前年で

ある平成３０年にＸがこの４名に支払った報酬相当額を支払う義務を負うとし、Ｘは平成３０年

度にＣに対し１７８１万２０００円、Ｅに対し８５８万０７００円、Ｆに対し５４６万１３０４

円、Ｇに対し１０７０万０４４６円の報酬をそれぞれ支払っていたとして、合計４２５５万４４

５０円のＹの支払義務がある。 

Ｘは、社員報酬規程１０条３項に基づき、Ｙに支給した退職慰労金の返還を求めうるが、退職

慰労金８７５万円のうち、８３０万８０００円は業務執行社員としての業務に対するものであり、

４４万２０００円は従業員としての業務に対するものであった。従業員としての勤務に係る退職

慰労金は、賃金の後払や功労報酬として支払われるものであるから、Ｘの請求のうち、Ｙの従業

員としての勤務に係る退職慰労金４４万２０００円の返還を求める部分は理由がないとして、業

務執行社員としての勤務に対して支払われた退職慰労金８３０万８０００円の返還義務がある。 

以上より、Ｙに対して、合計金５０８６万２４５０円及びこれに対する令和元年８月１５日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命じた。 

（２）調査費用と弁護士費用 

しかし、Ｘのその余の請求は、いずれも棄却された。特にＸの執行役員規程及びパートナー規

程に基づいて、引き抜かれた従業員へ前年に支払った報酬相当額を支払う義務について、裁判所

は、「損害額の予定」（民法４２０条）と解して、ＸのＹに対する損害賠償金はその金額に限定さ

れるとし、フォレンジック調査費用や弁護士費用等に基づく損害賠償を退けた。その結果、本判

決の訴訟費用を５分し、その３をＸの負担とし、その余をＹの負担とするものとした。 

 

４ 若干の検討 

（１）引き抜き行為をする側の論理 

本件とは離れて、一般論として、引き抜きを試みる側には、どんな心理が働いているのだろう

か。背景には、その時点で帰属する会社に対する不満があり、「隣の芝生」は青く見える心理から、

転職の自由、職業選択の自由があると自己正当化をしているかもしれない。また、密室での会話

はばれないだろうし、仮に調査を受けても、引き抜いた従業員は口裏を合わせてくれるだろうと
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の期待が働く7。まさに「不正のトライアングル」が揃った状況だ。 

本判決の裁判所の認定によれば、Ｙは「Ｑさんに、退職者との接触を慎ませているのですか？

私の仕掛けとは関係ない議論ですね。」「訴訟してもらえれば世間が注目するので最高ですね！是

非、訴訟を煽って下さい。今週、まずは数名が辞表を出し始めるので崩壊がスタートしますよ」

等の返信をしたことからすると、Ｙは自ら「仕掛け」等と表現し、訴訟になっても十分に争える

と見込んでいたようである。 

しかし、裁判所は、Ｙらのメールでの詳細なやり取りを認定した上で、Ｙの反論を裏付ける証

拠は見当たらないとして、その信用性を、ほぼ全面的に否定した。 

（２）事実認定の方法 

本件ではフォレンジック調査が行われて、Ｙらの目論見は大きく外れたように見える。口頭で

交わされた話の内容は不明だが、電子メールを使ったやり取りが白日の下に晒され、どのような

勧誘をしていたかが、かなり詳細に認定された。 

Ｘは、Ｙらの引き抜き工作に関する情報を有する可能性が高い１４名、これとは異なる非行を

した疑いがある者５名、関係者１１名等、合計３０名に絞って、携帯電話等についてデジタルフ

ォレンジック作業を依頼し、３８６７万６５８０円を支払った。 

Ｘは、Ｙが引き抜き工作をしている疑いがある旨の報告を従業員から受けて、その真否や、そ

れが事実である場合にいかなる法的措置を講ずるべきかを慎重に検討するため、法律事務所に調

査を依頼した。その結果、証拠保全の観点からデジタルフォレンジック作業を実施すべき範囲の

確定やその内容の検証、その他の事実調査に関する法的観点からの助言等、本件訴えを提起する

か否かの調査に対して、Ｘは２３２６万３５８８円を支払った。 

Ｘは、これらの調査費用の全部について、「いずれもＹの引き抜き行為と相当因果関係を有する

損害である」等と主張した8。しかし、裁判所は、それらの調査費用が相当因果関係の範囲内であ

るか否かを判断する前に、後述のとおり、「損害額の予定」（民法４２０条）による賠償額しか請

求できないと判断して、調査費用に関する賠償金の支払を認めなかった。 

（３）損害論 

競業避止義務違反や従業員の引き抜きによる損害額をどう考えるかは、本判決も指摘するとお

り困難な問題である。厳密に、通常の損害や当事者が認識していたであろう損害の範囲は事実の

確定が困難であり、何が相当因果関係の範囲であるかの評価も難しい。このため、会社法も競業

避止義務違反については損害額の推定規定を設けている（４２３条２項）。 

Ｘの社内規程においても、そうした問題意識から、いかなる損害賠償を求めうるかを明記して

いたのだろう。問題は、この定めが「損害額の予定」となり、それ以上の実損害について賠償請

求ができなくなるのか否かである。 

一般的には、不正疑惑が発生した場合の調査費用については、不法行為等の損害の相当因果関

係の範囲内にあるものとして認容されるケースが少なくない。例えば、本コラムで筆者が解説し
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たユニバーサルエンターテインメント事件9の関連事件でも、元代表取締役の任務懈怠により通常

生ずる損害と会社が調査委員会に支払った調査費用との間に相当因果関係が認められた10ほか、

各種の不法行為等の事件で調査費用等の賠償が命じられている11。 

もっとも、原告が、元取締役の被告に対する、在職中の会社経費の不正な精算を行ったとされ、

当該精算額の返還に加えて、不法行為責任に基づき、調査費用及び弁護士費用の支払が請求され

た事案で、当該不法行為はフォレンジック調査の結果、偶然に判明したことが窺われ、同調査費

用が相当因果関係のある損害としては認められず、弁護士費用相当額も家族分の渡航費の精算額

等に照らして３万円しか認められなかった裁判例もある12。 

（４）賠償額の予定 

裁判所は、本件引き抜き禁止条項が、引き抜かれた従業員等の報酬相当額を支払う旨規定され

ている点について、「引き抜き行為によりＸに生じた損害を算定することは一般に困難であること

に照らすと、これは、退任した執行役員が上記義務に違反した場合の損害賠償額の予定を定めた

ものと解するのが相当である」と判断した。その帰結として、「Ｘに具体的な損害が生じたとして

も、Ｘは、Ｙに対し、損害賠償の予定額を超えて損害賠償を求めることはできない」と解し、業

務執行社員在任中の行為と退任後の行為やそれぞれによる損害を截然と区別することは困難だと

して、本件引き抜き禁止条項における損害賠償額の予定は、業務執行社員在任中の行為について

の債務不履行による損害賠償をも、その対象として包含するものと判断した13。 

これに対して、Ｘは、Ｙによるメディアの不当な利用による信用の毀損や敵対的な行為の全容

を解明するための調査費用の支出による損害は、本件引き抜き禁止条項によってはカバーされな

い等と主張した。しかし、裁判所は「引き抜き行為があった場合に、その実態を解明し、法的責

任を追及するために調査費用や弁護士費用を要することは通常想定されることであり、本件にお

いてデジタルフォレンジック作業や法的調査に多額の費用を要したとしても、本件引き抜き禁止

条項において予定された損害賠償の対象範囲を超えるものとはいい難く、また、Ｘの主張に係る

執行役員規程及びパートナー規程の損害賠償についての規定が、損害賠償の予定額を超える損害

の支払義務を定めたものと解することは、損害賠償額の予定の定めをした趣旨と相容れない」と

して、Ｘの上記主張を退けた。 

さらに、「本件引き抜き禁止条項は、Ｘを退社した業務執行社員が本件引き抜き禁止条項に違反

するという債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合の損害賠償額の予定のみならず、同一の

行為を理由として不法行為に基づく損害賠償義務を負う場合の損害賠償額の予定をも定めたもの

と解するのが、本件引き抜き禁止条項制定時の関係者の合理的意思に沿う」として、引き抜き行

為という不法行為により生じた損害の額は、債務不履行によりＸに生じた損害の額を超えないと

して、上記の結論となった。 

民法４２０条３項が「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定めていることから、これを覆

すことができなければ、こうした結論となることもやむを得ない面があろう。 
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（５）執行役員規程等の拘束力 

なお、Ｙは、執行役員規程及びパートナー規程に本件引き抜き禁止条項が追加されたことを認

識していなかったから、本件引き抜き禁止条項に拘束されない等とも主張していた。 

しかし、裁判所は、平成２５年１０月２９日開催の当時株式会社であったＸの取締役会で平成

２６年１月１日付けで執行役員規程に本件引き抜き禁止条項を追加する旨の議案が満場一致で可

決されたことや、Ｙがこの改定と同日に執行役員規程を遵守することを誓約して執行役員に就任

したことを認定し、更にパートナー規程に本件引き抜き禁止条項を追加することについて、平成

２７年４月２０日から２４日までの電子メールによる投票の結果、臨時社員総会における可決が

されたことを踏まえて、Ｙについても執行役員規程及びパートナー規程における本件引き抜き禁

止条項の効力が及ぶと判断した。この点は当然の結論で、Ｙの主張にはかなり無理があろう。 

 

５ 教訓と対策 

本判決は、社員間の取り決めに損害賠償額の予定があったから、フォレンジック調査費用や弁

護士費用の賠償を求めることはできないという結論を導いた。本来は、損害額の立証が困難であ

ることを見越して、時には違約罰として定められることもある賠償額の予定14であるが、それを定

めたことが仇となった格好である。 

だとしたら、今後、どうしたらよいのか。一つの対応策としては、予定された賠償額に加えて、

実際に発生した調査費用等の実費損害の賠償を求めうることを執行役員規程等に明記しておくこ

とが考えられよう15。合同会社は、組合的規律の下に、社員の契約自由が尊重される形態である

し、特にセキュリティの専門であれば、フォレンジック調査にどれほどの費用がかかるかは予測

もできるはずだろう。また、引き抜かれた従業員等の「前の１年間の報酬額」という額も、採用

コストや期待される利益等を考えれば、合理的というよりも、かなり控えめともいえるものだ。

それが年俸の数倍にもなれば別だが、そうした事情のない限り、暴利行為等として公序良俗に反

するとまではいえないから、実費損害と併せてその程度の賠償を支払わせる定めをすることも許

容されるべきだろう。 

執行役員規程等の定め方のちょっとした記載の仕方が、損害賠償を妨げることもあるという教

訓を残した事件であった。ただ、これは執行役員規程に限らず、損害額について定める他の社内

規程や契約等においても留意すべきポイントと考えるべきだろう。 

 

 

 

（掲載日 2022年 11月 28日） 

 

1 東京地判令和 4年 2月 16日、WestlawJapan文献番号 2022WLJPCA02166005。 

 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=If879e0c0bb1f11ec9f57010000000000&from-delivery=true


   

© 2022 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 7 

 

2 青山学院大学 教員情報 (aoyama.ac.jp) 

3 弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 

4 江頭憲治郎『株式会社法〔第８版〕』４５７頁、注７（有斐閣、２０２１年）、東京地判平成 3年 2月 25日、

判時１３９９号６９頁、WestlawJapan文献番号 1991WLJPCA02250003等。 

5 東京高判平成 16年 6月 24日、判時１８７５号１３９頁、WestlawJapan文献番号 2004WLJPCA06240009に

対する江頭・前掲注４のコメント。 

6 本判決は、例えば、「ＹのＸを潰してやるという感情に流されすぎたもののＸから本件チームの戦力を削ぐ必要

はなかったなどと記載したメッセージを送っていたこと…からは、ＣがＹの働きかけにより本件グループごとＺ

社に移籍するとの構想に同調したと推認できることをも総合すると、Ｙは、Ｃ及びＥに対しても、Ｙとともに本

件チームごとＺ社に移籍するよう勧誘した」等と認定した。 

7 本判決で認定された事実でも、Ｙは、「隠したり、否定したりは安易にせず、経営陣に判断を任せた方が大ごと

にならずに済むと思います。くれぐれも私のことは内緒で」等のメッセージに見られるように、かなりの隠蔽工

作をしていた。また、Ｃは、本件グループに「Ｂさんからです。退職直前という事で、これ以降は、ｓｍｓも細

心の注意を払い一連のやり取りが終わったら、端末からメッセを小まめに削除するようにしましょう この部屋

も消してください どうしても必要ならプライベート携帯で写真を撮るなどで対応下さい」とのメッセージを送

信し、第三者に「あと俺のミスはＹ（裁判所注：Ｙのあだ名）の『Ｘ潰してやるぜ』っていう感情に流されすぎ

たこと あの感情は俺たちには関係ないからね」等のメッセージを送信していた。一方、Ｙは、Ｃ、Ｄ、Ｅ及び

Ｆに対してＺ社に移籍するよう勧誘したことはなく、自らのＺ社への移籍を告げてその経緯等について説明をし

たにすぎないとか、今後のキャリアについて相談されたためこれを受け入れただけである等と供述し、Ｃも、Ｙ

からＺ社への移籍について勧誘されたことはなく、ＹのＺ社への移籍を聞いて自分の意思でＺ社に移籍すること

としたと証言する等して、口裏を合わせて反論した。 

8 これに対して、Ｙは、「デジタルフォレンジック費用…は、その請求書…の記載内容から、本件の調査に要した

費用に係るものであるとはいえ」ないとか、振込明細に通常押印されているべき銀行の行印がないからＸが支払

ったとも認められないとか、Ｘ主張の根拠とされているメールはデジタルフォレンジック作業によって復元され

たものではなく、復元されたデータはＹの行為を明らかにするについて無意味だ等と反論した。法的調査の費用

についても、引き抜き工作の疑いがあったとしても弁護士に法的調査を依頼すべき必然性はなく、これほど高額

な費用を支出する必要性も全くない等と主張して争った。 

9 WLJ判例コラム第 263号（2022WLJCC015） 海外子会社管理責任に関する創業者に対する株主代表訴訟の意

義とは ～ユニバーサルエンターテインメント事件の問題点～ 

10 東京高判令和 2 年 9 月 16 日、資料版商事法務４４０号１７６頁、WestlawJapan 文献番号 2020WLJPCA091

66018、https://ssl4.eir-parts.net/doc/6425/tdnet/1883831/00.pdf（前掲注９の記事の注８に引用）。 

11 例えば、①被保険Ｘ自動車の事故に関する保険金請求が、Ｘの故意事故を認定し、損保の調査会社に要した調査

費用を認容した事例（東京地判令和 3年 11月 26日、自保ジャーナル２１１５号１７６頁、WestlawJapan文

献番号 2021WLJPCA11268009）、②保険会社が、保険金請求が虚偽の事故申告に基づくものか否かを確認する

ために調査費用を支出した場合、当該保険金請求が不法行為で、その費用の不合理性をうかがわせる事情が認

められないときは、上記調査費用の全額が保険金請求と相当因果関係のある損害と認めた事例（東京地判令和

3 年 1月 19 日、自保ジャーナル２０９０号１３９頁、WestlawJapan 文献番号 2021WLJPCA01198024）、③

 

https://raweb1.jm.aoyama.ac.jp/aguhp/KgApp?kyoinId=ymiygbodggy
https://www.waseda-legalclinic.com/introduce/introduce14.html
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I389f03a01fe511dd916f010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ied95d100201a11dda8a8010000000000&from-delivery=true
https://www.westlawjapan.com/column-law/2022/220606/
https://www.westlawjapan.com/column-law/2022/220606/
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Icf25664069f911ebb0bf010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Icf25664069f911ebb0bf010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ie8fc1ad0f08711ecb4c2010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ie8fc1ad0f08711ecb4c2010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ie2f14e40c1f711ebbafb010000000000&from-delivery=true


   

© 2022 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 8 

 

架空請求に関する調査費用が損害に含まれるかが争点となった事例で、不法行為と相当因果関係を有する損害

と認められるとされた事例（東京地判平成 28 年 4 月 28 日、WestlawJapan 文献番号 2016WLJPCA0428800

5）等がある。このうち、③判決は、東証一部上場企業の原告会社として、架空請求自体の事実調査や類似事案

の存否の調査、また、架空請求に関連する社内規則及び業務フローに関する調査を尽くした上、架空請求の再

発防止策を構築する必要があり、これらの調査を十全に、かつ株主や顧客の信頼を得られる態様で行うために、

法律専門家で社外の第三者である弁護士の協力を仰いだことには合理性があること等を理由としている。 

12 東京地判平成 29年 4月 11日、WestlawJapan文献番号 2017WLJPCA04118007。 

13 こうした判断のため、この事件では、Ｘの調査費用が相当因果関係の範囲内かどうかについては判断をしてい

ない。 

14 内田貴『民法Ⅲ〔第４版〕債権総論・担保物権』１９８頁（東京大学出版会、２０２０年）。 

15 超過損害の賠償請求を認める旨の合意が明確に存在すれば、それを排除する理由はないとされる。内田・前掲注

１４、２００頁。 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I5298bc00a4c611e68aed010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I5298bc00a4c611e68aed010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Idd5d06a0126c11e9bd55010000000000&from-delivery=true

